
□ 賛助会員になります。

ご記入日 年 月 日

（フリガナ）

会社名

住所〒

電話番号 FAX 年 月 日

メールアドレス 氏名 印

会社ホームページURL

 ASAのHP会員名簿への掲載　（ □する　　□しない ） ※業種・対応可能地域については、次頁に記載

（フリガナ） 掲載する場合、連絡先として掲載してよい情報にチェックを付けてください。

ご担当者様氏名 □ご担当者名・都道府県　□会社名　□会社住所　□会社電話番号　□会社メールアドレス

所属部署 役職  興味のある分野　（ チェックを付けてください ）

電話番号 FAX □スキルアップ　　（ □建物調査　　□石綿除去　　□施工管理　　□その他 ）

メールアドレス □地域交流　　　 　　□震災時対応　　　□精度管理　　　　□廃棄物

申込時の調査者の人数は 人 です。 （0人でもお申込は可能です） ASAに対して、ご意見・ご希望等がございましたらお書きください。

（内訳）

　　特定調査者　　　　　人　一般調査者　　　　　人　一戸建て等調査者　　　　　人

クチ

口 申し込みます。

賛助会員の年会費は会費規程により調査者の人数によって異なります。
会費規程第３条２　（２）賛助会員 120,000 円（調査者5名以内、一口当たり）又は

150,000 円（調査者5名超、一口当たり）

一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会事務局 担当：松沢、柴田

e-mail：member@asa-japan.or.jp FAX：03-6272-8746
〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町２－１３－１　田辺ビル４階

v9 20250408

入 会 申 込 書

誓　約　書私は一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会（ASA）の目的に賛同し、3～4ページの
会員規程及び会費規程を読んだ上で、入会を申し込みます。

※ お申し込みにあたっては次頁の規約説明をよくお読みください。
※ ASAの業務を遂行する過程で提供される個人情報について、個人情報保護に関する法
律およびその他の関係法令等を遵守し、個人情報を適切かつ安全に管理・取扱いを行いま
す。
※ メールアドレスは、e-ラーニング、メールマガジン配信等に必要となります。

　　私は、会員規程を確認のうえ、本調査者制度の制度趣旨に鑑み、次のことを誓います。

一、正確・公正・中立な石綿含有建材の調査を行います。

一、石綿の飛散・ばく露防止のため、適正な対策工事、廃棄処理等の支援に積極的に取り組
　　 みます。

一、災害時は、被災地のアスベスト調査・モニタリング等をできる範囲で協力します。

一、私は各暴力団排除条例に定義される反社会的勢力等とは関わり合いはありません。

一、私は特定の政党の支持、宗教の勧誘を目的として、ASAに入会するものではありません。

ご記入後、業種・ 調査（除去）対応可能地域と一緒にメール添付、郵送またはFAXにて下記ま
でご送付ください。



記入日 年 月 日
 ASAのHP 会員名簿内の「調査・除去対応会社一覧」に掲示する
「業種・調査（除去）対応可能地域」を記載ください。

会社名
業種 以下に〇を 、おつけください。

分析業　　石綿除去業　　建築・ 建設業　　解体工事業　　コンサルタント　　その他（　　　　　　　　　　　　）業 担当者名

調査を実施可能な都道府県 以下に〇をつけてください。

北海道

東北６県　　　（　青森 ・ 岩手 ・ 秋田 ・ 宮城 ・ 山形 ・ 福島　）

関東７都県　　（　茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 東京 ・ 神奈川　）

甲信越３県　　（　新潟 ・ 長野 ・ 山梨　）

東海北陸７県　（　静岡 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 ・ 岐阜 ・ 愛知 ・ 三重　）

関西６府県　　（　滋賀 ・ 京都 ・ 大阪 ・ 兵庫 ・ 奈良 ・ 和歌山　）

中国５県　　　（　岡山 ・ 広島 ・ 鳥取 ・ 島根 ・ 山口　）

四国４県　　　（　香川 ・ 愛媛 ・ 徳島 ・ 高知　）

九州沖縄８県　（　福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 熊本 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 沖縄　）

全地域

除去工事を実施可能な都道府県 （　あり　　なし　） 以下に〇をつけてください。

北海道

東北６県　　　（　青森 ・ 岩手 ・ 秋田 ・ 宮城 ・ 山形 ・ 福島　）

関東７都県　　（　茨城 ・ 栃木 ・ 群馬 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 東京 ・ 神奈川　）

甲信越３県　　（　新潟 ・ 長野 ・ 山梨　）

東海北陸７県　（　静岡 ・ 富山 ・ 石川 ・ 福井 ・ 岐阜 ・ 愛知 ・ 三重　）

関西６府県　　（　滋賀 ・ 京都 ・ 大阪 ・ 兵庫 ・ 奈良 ・ 和歌山　）

中国５県　　　（　岡山 ・ 広島 ・ 鳥取 ・ 島根 ・ 山口　）

四国４県　　　（　香川 ・ 愛媛 ・ 徳島 ・ 高知　）

九州沖縄８県　（　福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 熊本 ・ 宮崎 ・ 鹿児島 ・ 沖縄　）

全地域

業種・ 調査（除去）対応可能地域



建築物石綿含有建材調査者協会 会員規程 
第１章 総 則 
第１条（目的） 
本規程は、一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会（以下「本協会」という。）定款第２章に規定する会

員について必要な事項を定める。 
第２条（会員の責務） 
会員は、厚生労働省、国土交通省、環境省の 3省による告示第一号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程

（以下「本調査者規程」という。）」の趣旨に鑑み、中立かつ公正に正確な調査を行うとともに、石綿含有建材に
よる石綿の飛散防止を図るため、災害発生時を含めた石綿含有建材の調査、廃棄等の支援に積極的に取り組まな
ければならない。 
会員は、特定建築物石綿含有建材調査者、建築物石綿含有建材調査者及び一戸建て等石綿含有建材調査者の模

範として下記各号の知識と技術の維持向上をはかり、石綿含有建材の建物内での飛散を防止し、もって国民の生
命及び財産を守ることに貢献することを使命として活動しなければならない。 
（１）建築物などの意匠・構造・設備にわたる知識を有すること 
（２）建築物などに使用されている建材に関する知識を有すること 
（３）建築物などの施工手順や方法に関する知識を有すること 
（４）建築物などの設計図書や竣工図などを解析し、必要な情報を抽出できること 
（５）石綿が使われている建材に関する知識を有すること 
（６）建築物などに使用されている建材の採取方法などに関する知識を有すること 
（７）石綿分析技術に関する知識を有すること 
（８）石綿分析結果の解析力を有すること 
（９）石綿含有建材の維持管理方法に関する知識を有すること 
（１０）石綿含有建材の除去などの作業方法とその工法選択に関する知識を有すること 
（１１）石綿のもたらす社会的な危険性を理解し調査者の業務に反映できること 
（１２）中立性を保ち精確な報告を実施する力を有すること 

第３条（会員の義務） 
１ 会員は、本規程のほか、法令、定款、規程、要綱等を遵守しなければならない。 
２ 会員は、入会金及び会費等を納入しなければならない。 
３ 会員は、住所等の登録内容に変更が生じた場合には、速やかに本会に届け出なければならない。 
第４条（正会員の権利） 
正会員は、以下の権利を有する。 
（１）本会の社員総会における議決権 
（２）本会の役員の選挙権及び被選挙権 
（３）本会の事業への参加、提供するサービスを利用する権利 
（４）本会の設置する各種委員会に参加する権利 

第２章 会員 
第５条（種別） 
１ 本会の会員は、以下のとおりとする。 
（１）正会員  以下の３者を正会員とする。 
本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進し理事会において承認された特定建築物石綿含有建材調

査者試験、建築物石綿含有建材調査者試験、又は一戸建て等石綿含有建材調査者試験合格者（以下、「試験合格

者会員」という）。 
本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進し理事会において推薦・承認された一般財団法人日本環

境衛生センターの建築物石綿含有建材調査者講習の講師、顧問及び運営委員（以下、「講師、顧問、運営委員の会
員」という）。 
本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進し理事会において推薦・承認された石綿に関する多分野

の専門家（以下、「専門家の会員」という）。 
（２）賛助会員 本協会の目的に賛同し、本協会の活動及び事業を推進するために入会した個人又は団体 
（３）名誉会員 本協会に功労があった者又は社員総会で推薦された者 
（４）シニア会員 本協会の目的に賛同した建築物石綿含有建材調査者で、65 歳以上で、理事会で承認された
個人 
（５）行政会員 本協会の目的に賛同した国・自治体の建築物石綿含有調査者で、理事会で承認された個人 

第６条（会員の入会基準） 
１ 本協会への入会の可否については、定款第６条により理事会が決定する。 
（１）本協会会の目的に賛同し、本規程第２条を遵守するものであること。 
（２）反社会的勢力ではなく、直接・間接を問わず、反社会的勢力と何らの資本・資金上の関係がなく、反社
会的勢力が甲の経営に直接又は間接に関与している事実がなく、名目の如何を問わず、資金提供その他の行為
を通じ反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないこと。 
（３）特定の思想信条、政党の支持、宗教の勧誘等を目的としないこと。 

２ 会員として入会を希望する者は、入会申込書その他の必要書類を事務局に提出しなければならない。 
第７条（会員証の交付） 
会員には会員種別を明記した会員証を交付する。 

第８条（名誉会員の入会基準） 
１ 本協会への入会の可否については、以下に掲げる基準を踏まえ、理事会が決定する。 
（１）本協会に功労のあったこと。 
（２）社員総会において議決権を有する正会員の２分の１以上の推薦を受けたこと。 
（３）本協会の目的に賛同するもの 
（４）反社会的勢力ではなく、直接・間接を問わず、反社会的勢力と何らの資本・資金上の関係がなく、反社
会的勢力が甲の経営に直接又は間接に関与している事実がなく、名目の如何を問わず、資金提供その他の行為
を通じ反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないこと。 
（５）特定の思想信条、政党の支持、宗教の勧誘等を目的としないこと。 

２ 社員総会で推薦する場合には、総正会員の５分の１以上の推薦を受けた上で、理事会に対し、定時社員総会
の議題とするように提案しなければならない 
第９条（入会金及び会費） 
１ 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 
２ 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。 
３ 特別の費用を必要とし、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、会員は臨時会
費を納入しなければならない。 
４ 納入された会費は、いかなる事由があっても返還しない。 
５ 名誉会員は、入会金及び会費の納入は不要とする。 
６ シニア会員、行政会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 
第１０条（会員資格の更新） 



１ 試験合格者会員、シニア会員は、別に定める生涯教育委員会要綱に従い所定の継続教育を履修するとともに、
会費を納めたとき、会員資格を更新し継続することができる。 
２ 会員は定款第１０条（会員資格の喪失）、定款第１３条（除名）に該当しない場合は会員資格を更新し継続
することができる。 
第１１条（会員種別の変更） 
１ 会員が退職により、会員種別を変更する場合は資格を継続できる。 
２ 会員の資格が変更になった場合は、会員種別を変更した会員証を発行する。 
第１２条（退会） 
会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、未納の会費等がある場合には、

会員は、退会後も未納の会費等の支払いを免れないものとする。 
第１３条（会員資格の喪失）  
会員が次の各号の一に該当する場合には、定款第１０条に定めに従い、会員の資格を喪失する。 
（１）退会届の提出をしたとき。 
（２）本人が死亡、若しくは成年被後見人又は被保佐人となったとき。 
（３）法人賛助会員の団体が消滅したとき。 
（４）継続して２年以上会費を納入しないとき。 
（５）定款第１３条の規定に基づいて除名されたとき。 
（６）総正会員が同意したとき。 

第１４条（教育的指導） 
１ 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、定款第１２条に定めに従い、理事会の議決により、
該当会員を今後の再発防止のために生涯教育委員会で一定期間の教育を課すことができる。 
（１）石綿含有建材調査および石綿含有分析の意図しない失敗、建物完成検査における軽微な見逃し、小規模
の石綿飛散事故等を起こしたとき。 
（２）法令、本協会の定める定款、規程、要綱等に違反したとき。 
（３）その他正当な事由があるとき。 

２ 前項の規定により正会員及び賛助会員を指導する場合は、理事会での議決の前に、懲戒規程に基づき、当該
会員に弁明の機会を与えなければならない。 
３ 教育に必要な諸経費は、指導を受ける会員が支払う。 
第１５条（ホームページへの掲載停止）  
会員が本規程のほか、法令、定款、規程、要綱等に違反し、又本協会の名誉を傷つける行為をした場合には、

懲戒規程に基づき、理事会の議決により、１年以内の当会のホームページ上の会員名簿への掲載を中止すること
ができる。 
第３章 補則 
第１６条（変更） 
本規程は、定款第１５条第１０号の規定により、社員総会の決議によって変更することができる。 

附則 
本規程は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第２２条に定める一般社団法人の設立の登記の日

から施行する。 
 
 
 

建築物石綿含有建材調査者協会 会費規程 
第１条（目的） 
本規程は、定款第８条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定める。 

第２条（会費の種類） 
１ 会員は、入会金、年会費を納入しなければならない。 
２ 会員は、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、臨時会費を納入しなければな
らない。 
第３条（入会金、会費） 
１ 入会金は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。会員種別を変更する場合、入会金は免除する。 
（１）正会員    5,000 円 
（２）賛助会員  10,000 円 
（３）シニア会員  5,000 円 
（４）行政会員    5,000 円 

２ 年会費は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。 
（１）正会員   10,000 円 
（２）賛助会員  120,000 円（調査者 5 名以内、一口当たり）又は、150,000 円（調査者 5 名超、一口当たり） 
（３）シニア会員 5,000円 
（４）行政会員 5,000 円 

３ 名誉会員については、入会金及び会費を徴求しない。 
４ 年会費の計算期間は１年とし、毎年１年分を先払いするものとする。 
５ 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。 
第４条（会費の納入方法） 
会員は、当該年会費を下記のいずれかの方法により納入しなければならない。 
（１）振込納入 毎年４月に会員宛てに送付する御請求書により、５月３１日（休日の場合は翌営業日）まで
に金融機関からの振り込みにより納入する。 
（２）持参 事務局へ直接持参し納入する。 
（３）クレジット決済 毎年４月に会員宛に送付するご請求により、５月３１日（休日の場合は翌営業日）ま
でに本会指定の決済サイトのクレジット決済より納入する。 

第５条（中途入会の会費） 
事業年度の中途に入会した会員の当該年度の会費年額は、当該年度の年会費とする。 

第６条（特別会費） 
１ 本会の事業を行うために特別の費用を必要とする場合、理事会の議決により臨時会費を徴収することができ
る。 
２ 特別会費の納入については、前条に定める方法による。 
第７条（会費の滞納）  
会員が正当な理由がなく会費を２年分以上滞納した場合、理事会の決議により、当該会員を退会させることが

できる。 
第８条（改廃） 
本規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。 
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